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裏面にも各種の案内・お知らせがあります。                   ＊一部ずつお取りください。 

 

町内会事務所は 

祝日を除いて 

月曜日～金曜日 
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開いています 
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お待たせしました！ 昨年１2 月に開催された古今亭志ん輔師匠の独演会（第 2 弾）に引き続きまし 

て、町内会の皆様からの「ぜひもう一度」の声にお応えし、下記の要領で第３弾を行います。 

 つきましては、参加ご希望の方は、裏面の申込書に氏名、住所等を明記のうえ、申込み締切日までに、 

町内会事務所までお申込みください。 

  １ 日  時  平成 26 年 11 月 22 日（土） 13 時開場、13 時半開演 

２ 場  所  さくらんぼホール                         

３ 演  者  古今亭志ん輔師匠 

          昭和 28 年東京生まれ。47 年古今亭志ん朝に入門し、朝助に。52 年二ツ目で 

朝太、60 年真打に昇進し、志ん輔に。志ん朝の一番弟子。志ん生、志ん朝、志 

ん輔と古今亭の本流を歩む。落語協会理事。 

４ 演  目  師走（12 月）目前にふさわしい人情噺一席と滑稽噺一席の計二席。演目につきましては、当日のお楽しみに。 

          他に開口一番として弟子の古今亭半輔改め始さん（二ツ目）に一席。 

５ 入 場 料  1,000 円 

６ 申込締切日 平成 26 年 10 月 31 日（金） <町内会事務所必着（Fax でも可）> 

７ その他   応募者多数の場合は抽選になりますが、当落は必ず連絡いたしますので当選された方は、当選ハガキに記され 

た指示に従って入場料 1,000 円をご持参のうえ町内会事務所までお越しください。 
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「日帰り親睦バス旅行」の参加者募集のご案内         －成人部― 

毎年秋に実施している恒例の日帰りバス旅行を、今年度も下記の要領で実施します。今回は、名勝・昇仙峡での紅葉見物をメイン

にして、武田神社、ぶどうの丘ワイナリー（温泉、ホテル、ぶどう関連の美術館、店舗などの複合施設）をまわり、秋の甲斐の里を

楽しみます。昼食は湯村温泉郷の一角にある老舗の常盤ホテルで。ゆったりとしたロビー、国内で３本の指に入ると自賛する庭園を

前にして温泉地のホテルならではの美食を味わっていただきます。多数のご応募をお待ちしています。 

 

  ●日 時  ：平成２６年１１月１２日（水）、に午前 7 時 20 分集合（7 時 30 分出発）雨天決行 

  ●参加費  ：3,000 円（昼食代、入場料、保険料などを含む） 

  ●行き先  ：昇仙峡、武田神社、ぶどうの丘ワイナリー 

  ●行 程  ：玉川学園・都民銀行前→相川ＩＣ→談合坂ＳＡ（トイレ休憩）→甲府昭和ＩＣ→昇仙峡 

→常盤ホテル（昼食休憩）→武田神社→ぶどうの丘ワイナリー→勝沼ＩＣ→玉川学園 

  ●集合場所 ：都民銀行前。（帰着は午後 5 時 30 分～6 時を予定） 

  ●募集定員 ：98 名(49 人乗りバス 2 台)。申込者が定員を超えた場合は抽選。（当落は全員に通知） 

  ●申込み方法と申込上の注意 

    ① 裏面の申込書に記入の上、10 月 10 日(金)午後４時までに町内会事務所にお届けください。② 昨年のバス旅行に参加されなかった方を優先し 

ます。③ 当選者は 10 月 22 日(水)～27 日(月)（土、日はお休み）のいずれかの日に町内会事務所に参加費（3,000 円）を持参し、申込み手続き 

を完了して下さい（時間的に都合がつかない場合、事前に電話をして下さい。電話がない場合には申込みを取り消したものと見なします）④ 参加者全 

員の旅行傷害保険の費用は町内会で負担します。⑤ オプションとして温泉入浴が可能です（ぶどうの丘「天空の湯」）。費用（６１０円）は各自負担 

となります。なお、入浴時間は最大 30 分余ですので、この点にご留意ください。⑥ 旅行当日の日程表は申込み手続き完了(参加費納入)時にお渡し 

します。 

 

資源回収の報告 -環境部- 

８月の回収は９９．４ﾄﾝでした 

資源ゴミは当日朝の 9 時までに出して

ください。（古紙・段ボールは必ず紙紐

で括ってください） 

問合せは町内会事務所または 

大興資源  045-929-4813 まで 

＊不正回収を目撃した時は、日時、場

所、回収車の車両番号などを町内会事

務所までお知らせください。 

広報部からのお知らせ 

 

 代々木公園だけと思っていたら、新宿中央公

園でも… デング熱の感染が広がっています。 

 蚊の活動期間もあとわずかとはいえ、日々感

染者が増えています。幸い感染しても死に至る

ような症状にはなりにくいとのこと。しばら

く、子供たちを都心の公園に連れて行きにくい

状況です。         （藤本） 

９月定例幹事会（９/２）報告-総務部- 
下記の協議事項が承認されました 

議案審議事項 

１．合同総合防災訓練について 

２．日帰り親睦バス旅行について 

３．「秋の子どもまつり」について 

４．落語会開催について 

報告事項  

１．屋外掲示板改修工事について 

２．8／1 実施のフラッグアート in 玉川大学に 

ついて 

 

古今亭志ん輔独演会・第３弾 のお知らせ      －文化部― 

 

仙
娥
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古今亭志ん輔師匠 

秋の子どもまつり   

―秋の子どもまつり実行委員会・青少年部― 

本年の「秋の子どもまつり」は“やんちゃしちゃおう”と銘

打って、10 月１９日(日)10 時～14 時町田第五小学校校庭で

(雨天時体育館)開催されます。 

 町内会も「リヤカーってなあに」「昔遊び」などのお手伝いを

します。地域の子どもたちが楽しく一日を過ごせるよう、ご協

力をお願いします。 

阪神・淡路大震災では道路が寸断され、トラックが入り込め 

 

ないような路地裏の被災地に物資を運ぶのに役だったのは、昔な

がらのリヤカーでした。そこで今年は、初めての試みとして、 

町内会防災倉庫に配備している折りた 

たみ式リヤカーを使用して、実際にリ 

ヤカーを組み立てみようと！ 子供た 

ちに挑戦してもらいます。 

「昔遊び」では、メンコ・竹馬・こま 

回し・将棋・あやとり・ベーゴマ・お手 

玉・けん玉遊びのお手伝をいたします。 

 

昨年の第 1 地区防災訓練時 
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         平成２６年度  町内会日帰りバス旅行 参加申込書        受付番号     

申し込みは町内会会員と同居家族に限ります。１０月１０日（金）午後 4 時までに、町内会事務所（または事務所郵便受け）にお届け

下さい。  

支 部 名 会 員 氏 名 住      所 電 話 番 号 

    

    

 

 

 
環境部からの報告 

1) 樹木の診断および桜の木の枝の伐採について 

 町田市役所道路補修課から、以下の連絡がありました。 

 ひとつは、玉川学園前駅の北側にある欅（けやき）の幹の腐食が

進んでいるか否かを調べるために、9 月 11 日から 1 週間くらい

の間に、樹木医による診断が実施されるとのことです。街路樹の桜

の木のなかにもこのような診断を受ける木が出てくる可能性があ

ります。 

 もうひとつは、玉学２丁目 9 と 5 に沿っている道路および５丁

目 2 と 3 の接点の道路の桜の木の密集した枝のなかを電線が走っ

ており、枝と電線との摩擦により電線に障害が生じる恐れがあるた

めに、枝の伐採を（株）東京電力が実施するとのことです。 

2) ごみカレンダーの配布について 

 10 月 1 日から、ごみカレンダーが新しくなります。9 月 21 日

（日）頃までに、ごみカレンダーが、（株）トラストスピードによ

って、すべての戸建てならびに集合住宅の、町内会員と非町内会員

に配布される予定ですが、9 月 25 日（木）以降もカレンダーが配

布されていない場合には、町内会事務所（10:00～16:00. 土・日

は休日）ないしコミュニティセンター（8:30～17:00. 土・日は

休日）まで取りにきていただくか、町内会事務所に電話

（042-725-0438）をして下さい。 

3) エコフェスタについて 

 10 月 5 日（日）に、リサイクル文化センター（町田市下小山田

町 3160 番地）でエコフェスタが開催されます。このお祭りは、

ゴミの再生・減量に関するお祭りですが、「エコライフ 未来へつ

なげる暮らしの工夫」というテーマで、ステージ（小中学校を含む

種々の団体の合唱、吹奏楽、踊り等が実演されます）、30 店を超

える出店、および 60 を超えるフリーマーケットの参加が予定され

ており、去年の見学者は約 1,8000 人でした。玉川学園町内会環

境部はエコフェスタ事業部会を中心にこの開催の準備に参加して

います。 

 

 

玉川大学フラッグアート教室（8／１開催）実施報告 
                 －青少年部― 

町五小２５名、南大谷小 22 名、南大谷中美術部 17 名、玉

大生 20 名、その他参加・参観・お手伝いの地域の大人達総勢

116 名の参加を得ました。 

 異年令の関わりが出来るグループ編成でのフラッグ作成。小

学生は授業の時とは違う楽しさを味わっている様子でした。南

大谷中美術部の生徒は、玉大生の補助という立場で小学生の指

導に当たり、逞しさを発揮されました。 

 「多世代交流」具現化の例として、「小・中・大生、地域の

大人達が集まり交流する唯一のイベントでしょう。続けてほし

い」とのコメントを頂きました。 

 8 月 30 日まで駅ＯＸ前での展示を終え、9 月 17 日～30

日南大谷小の西側・恩田川遊歩道に展示しています。散歩の折

などにご覧いただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

「竹や～さお竹」とスピーカーで巡回してきた物干し竿の販売業者か

らステンレス製竿を 2 本購入した町内会会員さんが、代金として 6

万 2 千円という法外な請求をされ、怖くなって支払ってしまったとい

う出来事がありました。 

 8 月 13 日のこと。玉川学園 4 丁目にお一人暮らしの 80 代のご婦

人が巡回販売の車を呼び止め、ステンレス製の物干し竿をサイズを指

定して切断、2 本購入したところ、なんとその請求額は 6 万 2 千円…

「とても払えません。持ち合わせもありません」と言って断りました

が、玄関内に入りこんだ若い男に居直られ、身の危険を感じ、結局言

われるままの代金を支払ってしまいました。 

 男は手書きの領収書を置いていきましたが、消費者センターで調べ

てもらったところ、記された住所は茅ヶ崎市のロータリー（路上）で、

ＫＫ商事なる会社も架空のものでした。こうして、業界内の一部の

業者とはいえ、法外な請求をするケースが他にも屋根の修理、配水

管の清掃などなど、身近なところで起きており、くれぐれもご用心

ください。また再発防止のため、被害にあったら直ぐに警察へ被害

届を出すようにいたしましょう。 
 

悪徳商法にご注意！ 
  物干し竿購入で、法外な請求の被害（玉川学園 4 丁目） 

 

 

 平成２６年度 町内会落語会 参加申込書 

        下記の申込書に記入のうえ町内会事務所郵便受けか、ＦＡＸにて１０月３１日（金）までにお申し込みください。 

 

 氏   名 住      所 電 話 番 号 

   

   

   

 

 

 

切り取り線 

  

 

切り取り線 

  

―秋の健康ウォーキング（寺家ふるさと村）応募のお礼― 

－成人部― 
「町内会だより」8 月号でご案内した標記の件につき、さっそく多数の

ご応募をいただきました。申し込みは 9 月 12 日（金）午後 4 時で締

め切らせていただきました。 

 ご案内の際、当日の詳しい実施要領は次号でお知らせする、としてい

ましたが、紙面の都合により、応募された方のみに別途弁当引換券と共

に実施要領を送付することに変更しました。ご了承ください。 

 なお、当日の集合場所につき、複数の会員の方から「玉川学園南口正

門前広場」とあるが、「玉川学園正門前（踏切横）広場」とすべきでは

ないか、とのご指摘を受けました。ご指摘の通りです。お詫びして訂正

します。 
 

玉川学園前駅南口の今回のフラッグ展示風景 


